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日
の
参
議
院
選
挙
は
、
法
改

正
で
選
挙
権
が
18
歳
以
上
に

与
え
ら
れ
て
日
本
で
初
め
て

実
施
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
あ
ら
た
め

て
、
選
挙
権
年
齢
が
20
歳
以
上
か
ら
18

歳
以
上
に
引
き
下
が
っ
た
背
景
や
課
題

を
考
え
て
み
よ
う
。

　
18
歳
選
挙
権
が
実
現
し
た
背
景
の
一

つ
と
し
て
最
も
大
き
い
の
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
動
き
だ
。
世
界
１
９
２
カ
国
の

う
ち
18
歳
以
上
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ

て
い
る
国
の
割
合
は
92
％
に
達
し
て
い

る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
２
０
０
７
年

に
選
挙
権
年
齢
を
16
歳
以
上
に
ま
で

（
被
選
挙
権
は
18
歳
以
上
）
引
き
下
げ

て
お
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
で
も
引

き
下
げ
を
検
討
し
て
い
る
。
日
本
も
よ

う
や
く
そ
の
流
れ
に
乗
っ
た
。

　
ま
た
、
孫
は
祖
父
母
よ
り
も
１
億
円

も
損
を
す
る
と
い
う
「
世
代
間
格
差
」

や
、「
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
」
に
対
す
る

国
民
の
関
心
が
急
速
に
高
ま
っ
た
こ
と

も
大
き
い
。
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進

展
す
る
中
で
、
25
年
に
は
50
歳
以
上
の

有
権
者
が
全
有
権
者
に
占
め
る
割
合
は

６
割
に
達
す
る
。
こ
こ
で
は
、
世
代
間

の
政
治
力
を
均
衡
さ
せ
る
選
挙
制
度
が

求
め
ら
れ
る
。

　
そ
の
際
、
現
行
の
18
歳
選
挙
権
を
さ

ら
に
16
歳
に
引
き
下
げ
る
こ
と
や
、
都

市
部
と
地
方
と
の
間
に
存
在
す
る
「
１

票
の
格
差
是
正
」
な
ど
が
議
論
さ
れ
て

い
る
が
、
踏
み
込
み
は
甘
い
。

　
経
済
学
者
の
間
で
は
、
世
代
間
の
政

治
力
を
均
衡
さ
せ
る
選
挙
制
度
改
革
と

し
て
、「
世
代
別
選
挙
区
制
」（
有
権
者
の

人
口
構
成
比
に
応
じ
て
世
代
ご
と
に
議

員
の
議
席
数
を
配
分
）
や
「
ド
メ
イ
ン

投
票
制
」（
子
ど
も
に
選
挙
権
を
付
与
し

た
上
で
親
が
代
理
で
投
票
）、「
余
命
投

票
制
」（
世
代
別
選
挙
区
の
拡
張
で
各
世

代
の
平
均
余
命
に
応
じ
て
世
代
ご
と
に

議
席
数
を
配
分
）
と
い
っ
た
新
し
い
選

挙
制
度
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
被
選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ

も
必
要
だ
ろ
う
。
日
本
の
被
選
挙
権
年

齢
は
衆
議
院
議
員
25
歳
以
上
、
参
議
院

議
員
30
歳
以
上
、
地
方
議
員
25
歳
以
上

だ
が
、
史
上
最
年
少
の
18
歳
の
国
会
議

員
を
生
み
出
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
は

じ
め
、
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な

ど
被
選
挙
権
年
齢
が
18
歳
以
上
の
国
も

多
く
存
在
す
る
。
若
い
と
き
か
ら
経
験

を
積
む
の
は
、
政
治
リ
ー
ダ
ー
育
成
に

有
効
だ
。
政
治
家
の
人
材
供
給
ル
ー
ト

の
間
口
を
広
げ
、
幅
広
く
多
様
な
世
代

が
政
治
シ
ス
テ
ム
に
参
加
で
き
る
仕
組

み
の
構
築
も
重
要
で
あ
る
。
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世界192カ国のうち18歳以上に選挙権
が与えられている国の割合

92%
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